
計画事業に係る事後評価記載様式（初年度・２年度目）

Ⅰ　総合評価

　地域の主体的な取組みと創意工夫による公共交通の活性化・再生を通じ、個性豊かで活力に満ちた地域
社会実現に寄与するために適切な事業を選び出し、当該事業を本格実施する環境を整備するための検討
を行ったか。

　法定協議会を適切に開催し、公共交通空白地域の解消を図り、公共交通を活性化させ、安心して暮らせる
交通環境を確立するために適切な事業を選び出し、試行的に事業を実施する中で、事業を本格実施する環
境に向けた、問題点の検証、事業の見直しの要否の検討、協賛金の拠出等も含めた財源の検討等を行っ
た。

Ⅱ　計画事業の実施

　①　事業計画に位置づけられた事業が適切に実施されたか。事業計画に位置づけられた事業が
　　事業計画どおりに実施されなかった場合には、適切な理由等が明らかにされているか。

　総合事業計画において、コミュニティバスの実証運行、調査委託、施設整備を実施する事業として位置づ
けている。
　コミュニティバスについては、４月１日から１２月３１日までの間、36.4千人が利用した。
　調査委託については、コミュニティバスを持続可能な交通システムとするための基礎調査や、バス利用者へ
のアンケートを実施し、各種データの収集を行い、デマンドシステムなどの新たな交通システムの導入も視野
に入れた検討を行った。

Ⅲ　具体的成果

　①　定められた評価方法・評価基準にしたがって、評価事項について事業を評価したか。
　　その際、事業の効果・影響とそれ以外の効果・影響を分離して評価したか。

　コミュニティバスの実証運行については、「事業の効率性（利用者１人あたり税金投入額）」と「沿線地域の依
存度（沿線千人あたりの利用割合）」が評価項目であるため、毎月の利用者データを分析し、評価を行った。
　また、曜日別・時間別の利用者の推移を把握することにより、運行費用の抑制策として、土日祝日や年末年
始などのバスの運休の可否を検討し、事業評価を行った。

　②　実施した事業が地域公共交通に関する目標を達成するために適切な事業であるかどうかを
　　検証したか。

　コミュニティバスの実証運行については、アンケート調査の結果により、65歳以上の高齢者の利用割合が全
体の約70％であり、利用目的についても、「通院」「買い物」の回答数が多くなっている。
　よって、公共交通空白地における、交通弱者の病院、商業施設などへのアクセス向上という目標を達成す
るために適当な事業であると判断される。

別紙

＊必要に応じて、参考資料を添付して下さい。



Ⅳ　自立性・持続性

１　事業の本格実施に向けての準備

　①　実施した事業を翌年度実施するにあたって問題点があるかどうかを検証したか。

　コミュニティバスの実証運行については、１人１回あたりの輸送コストが約1,500円であり、平成20年度中部運
輸局管内の平均額722円（平成20年度）を大幅に上回る金額であるため、行政コストの抑制と運行を継続させ
る仕組みの確立が課題であると認識している。

　②　実施した事業について利用者数が想定をかなり下回るなど効果が現れていない場合には、
　　翌年度事業を実施するにあたって必要な見直しを行っているか。翌年度も同じ事業を実施する
　　場合には、適切な理由等が明らかにされているか。

　コミュニティバスの実証運行については、４月１日から１２月３１日までの間、36.4千人が利用し、公共交通空
白地における、交通弱者の病院、商業施設などへのアクセス向上という目標を達成しているものの、１人１回
あたりの輸送コストは中部運輸局管内の平均額を大幅に上回るものとなっている。
　そのため、毎月の利用者データから、ルートやダイヤの中で、利用者の少ない曜日や時間を抽出し、地元
住民からの意見や要望なども集約しながら、土日祝日等の運休の可能性や、デマンドシステムなどの新たな
交通システムの導入についても検討を行っている。

２　事業の実施環境

　①　当該事業の翌年度実施のための財源について検討を行い、財源の目処がついたか。

　平成２２年度において、コミュニティバスの実証運行事業を実施するにあたっては、総合事業（計画事業）に
よる国費のほか、伊勢市からの財政支出によるということで関係者の合意が形成されており、伊勢市の平成２
２年３月議会に平成２２年度予算案を提出し、市議会において審議してもらうことになっている。

　②　住民等による自主的な利用促進、啓発等の活動や協賛金拠出への協力等当該事業を
　　翌年度実施する環境を整備しているか。

　平成２１年度におけるコミュニティバスの実証運行においては、地域の代表者からなる地域の検討部会を開
催し、その中でバスの利用状況などの報告を行い、バスの現状を知ってもらい、利用促進をお願いした。ま
た、一部の地域においては、自治会内でバスを利用したイベントを企画し、自治会での自発的な利用促進も
行われている。
　協賛金の拠出については、新たな協賛事業者の開拓（バス路線沿線の医院など）を行い、収入源の確保に
努めた。今後については、企業だけでなく、個人からも協賛金の拠出が出来るよう、新たな仕組みを検討する
必要がある。

　③　当該事業の本格実施のための財源について検討を行ったか。

　平成２１年度におけるコミュニティバスの実証運行においては、５つの企業より、約270万円の広告協賛収入
を予定しているが、協賛企業数については、年々減少傾向にある。そのため、引き続き企業への協賛依頼を
求めていくほか、企業協賛だけでなく、個人協賛など、他の副次収入源の確保に向けた仕組みの構築が必
要となってきている。

＊必要に応じて、参考資料を添付して下さい。



Ⅴ　住民の参加等による地域関係者の実質的な合意形成

　①　協議会における審議事項が明確に定められ、計画事業の進め方、実施状況について審議される
　　体制となっているか。

　平成２１年度の事業計画が第１回の法定協議会で決定され、また、法定協議会の協議事項は、地域の実情
に応じた適切な乗合旅客運送の態様及び運賃・料金等に関する事項、法定協議会の協議結果に基づく輸
送サービスに係る路線の休廃止等に関する事項と「伊勢地域公共交通会議設置要綱」にて規定されている。
　また、沿線地域の意見を反映させるため、沿線自治会の代表者で構成した検討部会を設置し、部会で検
討した結果を、法定協議会での審議に反映させている。

　②　協議会に住民が参加したり、住民の意見が反映される仕組みが設けられているか
　　　（公募制、住民意向調査等の実施が協議会の運営要領において定められているか。）。

　法定協議会の構成員には、市町村合併前の旧市町村の代表者が含まれているほか、沿線自治会の代表
者で構成した検討部会を設置し、部会で検討した結果を、法定協議会での審議に反映させている。
　また、利用者アンケートや市民向けのアンケート調査を行い、集計した結果については協議会にて報告を
し、審議を行っている。

　③　計画事業を実施するにあたって協議会が適切に開催されているか。

　平成２１年度の事業計画が第１回の法定協議会で決定され、それ以降の法定協議会においては評価項目
に沿って各路線の評価を行い、「持続性のあるバスサービスの安定供給」を念頭におき、利用者の増加や運
行経費の抑制を中心に、方策の検討を行った。また、第３回法定協議会においては、計画事業に係る自己
評価報告案が報告・審議されており、計画事業を実施するにあたって、協議会が適切に開催された。

　④　協議会の議事が傍聴、議事録や関係資料の公開等によって適切に開示されているか。

　法定協議会の設置要綱において、「会議は原則として公開とする」と規程されており、議事の傍聴は原則可
能である。また、議事の要旨については、市のホームページにて公表を行っている。

　⑤　地域公共交通に関する目標を達成するために適切な事業を翌年度実施することについて
　　地域関係者の実質的な合意が形成されたといえるか。

　法定協議会においては、評価項目に沿って各路線の評価を行い、地域の検討部会での意見や、アンケー
ト調査の結果を踏まえた上で、利用者の増加や運行経費の抑制を中心に、方策の検討を行った。また、計画
事業に係る自己評価報告案についても報告・審議された。その結果、輸送コストの抑制と運行を継続させる
仕組みの確立が課題であるものの、高齢者を中心とする交通弱者への交通手段の確保が重要であり、利用
者の利便性を低下させない範囲内でのルート・ダイヤを見直した上で、来年度についてもコミュニティバスの
実証運行を実施することについて、関係者の合意形成が行われた。また、事業の実施については、法定協
議会以外の者からの反対の声も無く、地域公共交通に関する目標やそれを達成するための事業（案）等につ
いて、地域関係者の実質的な合意が形成されたと言える。

＊必要に応じて、参考資料を添付して下さい。
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